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１重点施策 お互いの顔の見える関係づくり

　～地域住民間の交流の促進～

第４章 重点施策



73

第
４
章

重
点
施
策

　今日、地域住民の自治会への加入率が年々減少してきており、私の所属してい
る神境町自治会でも同様の状況になってきています。このままの状況が続けば自
治会活動の衰退につながりかねないとの危機感を持ち、８年前から下記のような
取組を根気よく続けてきました。
１．全市一斉防災訓練の実施時期に、未加入世帯
への防災訓練への参加を促す文書を約160世
帯にポスティングしてきました。
２．転入してこられたことが分かれば総務役員が
家庭訪問をし、自治会への加入を勧誘してきました。

３．｢吹田まつり」や12月の「もちつきぜんざい大会」などの大きな行事の際
は17か所の掲示板で参加を呼びかけ、会場の自治会館には「新規会員受付
中」の看板を出して勧誘してきました。
４．隔年に開催している「サマーフェスティバル」では、各自治会員世帯に500
円分のチケットを配付し、フェスティバルへの参加を呼びかけるとともに、模
擬店（焼きそば・フランクフルトなど）で利用してもらって自治会員への還元
をしています。
５．毎月実施している役員会でも、個々の役員が新規会員を増やしていくとい
う意識をもって行動し、住民との関係づくりをするように働きかけてきました。

　上記のような活動を地道に続けている中で、平成
26年度は28世帯の方に自治会へ加入していただき
ました。
　神境町自治会として最重点的に考えているのは、
南海トラフ大地震が30年以内に70％の確率で発生

するだろうと言われており、身の安全を確保するに当たっては近隣住民との協力
が不可欠であることを文面に著し、未加入世帯への勧誘の取組を進めています。

市地域福祉計画推進委員会委員（吹三地区神境町自治会 会長）
藤　本　　　衞　

自治会への加入促進に向けて
～自治会活動の紹介～

自治会への加入促進に向けて
～自治会活動の紹介～

コラム３
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２重点施策 地域福祉にふれられる学習機会の充実

　～人権意識、福祉意識の向上～
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　私の住まいは、世帯数が100にも満たない築30年余りの小さな集合住宅で
す。住民の世代構成は、どちらかといえば、高齢の方が多い住宅です。
　住宅には自治会組織はなく、住民同士が交流できるイベント等はありません。
唯一、月に１度の一斉清掃の日が、多くの住民が顔を合わせる機会となっています。
　数年前、住民有志によるボランティア組織が立ち上がりました。管理組合と
連携し、住宅内でのボランティア活動を通じて、住民同士の交流の機会を作る
ことを目的としています。
　これまで、低木剪定や花壇の世話、カメラ撮影・展示会、健康増進のための
講座などの取組を行ってきました。とりわけ、多くの住民に参加いただいたの
は、健康増進のための講座でした。
　講座は、住宅の集会所で２回行いました。内容は、｢認知症予防」｢薬の基礎
知識」で、吹田市や吹田市薬剤師会の出前講座によるものです。
　当初、企画をしたものの、｢興味を持っていただけるのか」｢参加者が少ない
のでは」という心配がありました。案内チラシを住宅内の掲示版に貼り出し、
一斉清掃の際にお知らせするなどの努力を行いました。
　その結果、いずれの講座も20名以上の参加があり、集会所がいっぱいになり
ました。楽しく勉強することができ、なにより、多くの住民の交流ができました。
　普段、地域の集会所などでは、様々なイベントや講座などが開催されていま
す。しかし、同じ講座が地域の集会所で開催されたとして、これだけ多くの住民
が参加したとは考えにくいのが本音です。｢じゃあちょっと行ってみようなか」
とエプロン姿でも、つっかけでも出向ける自分たちの集会所だからこそ、興味
を持って参加できたのではないかと思います。住民同士のつながりを構築して
いくことは、｢地域」という大きな単位ではなく、｢ご近所さん」という小さな単
位での気軽さも重要な要素であると思いました。

市地域福祉計画推進委員会委員（吹田市介護保険事業者連絡会）
益　田　洋　平　

集会所などでご近所さんの気軽な学習会集会所などでご近所さんの気軽な学習会
コラム４
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　吹田市社会福祉協議会では、「地域とつながる福祉教育」をコンセプトとして、
市内の小中学校からの依頼に基づき福祉教育の協力を行っています。福祉教育
をとおして、地域の宝である子どもたちの主体性を引き出し、健やかな育ちを地
域全体で支えていけるよう取り組んでいます。福祉教育にはCSWが積極的に関
わり、プログラムの企画から学校と相談しています。福祉教育を通して学校が子ど
もたちに伝えたいことをくみ取り、体験型授業（車いす体験、アイマスク体験など）
や講話型授業（障がいのある方の話など）を手段として、子どもたちが自ら気づ
き、考えるきっかけづくりに取り組んでいます。
　福祉教育で子どもたちが「生きる力」をはぐくみ、こころ豊かに育つには、地域
の多くの人々の力が必要です。CSWが普段から大切にしている地域のネット
ワークを活かし、地区福祉委員会やボランティアグループ、福祉施設など地域の
人材や社会資源を学校とつなぐ役割を担っています。地域とつながる福祉教育
を展開することで、さまざまな人と出会い、関わり、地域の一員である子どもたち
と一緒に「誰もが安心して暮らせる住みよいまちづくり」を目指していきます。合
わせて、子どもたちが地域活動やボランティア活動への関心をもつきっかけをつ
くり、子どもたちの福祉への関心を高めていきます。一度の福祉教育で完結する
のではなく、｢自分たちにできることは何か」という学びを普段の生活の中で実践
できる福祉教育をすすめています。

吹田市社会福祉協議会

社会福祉協議会やボランティア連絡会が行う
小中学生を対象とした福祉教育

社会福祉協議会やボランティア連絡会が行う
小中学生を対象とした福祉教育

コラム５
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３重点施策 福祉活動の担い手づくり

　～地域福祉活動への参加の促進～
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　1990年代に入り、世帯は核家族化が進
み、近所の関わりや地域の関係性の希薄化
が問題視され、同時に子育てに関しては親
のみで行い、他の家族や周囲からの支えが
ない親や育児の悩みを抱える家庭が増加
する課題がでてきました。
　このような時代背景や課題から、おおむ
ね小学校区に一つある地区福祉委員会では、地域の中で育児が孤立しないよ
う、つながる場として「子育てサロン」を立ち上げました。子育てサロンは、参加
者同士が顔見知りになり、育児の悩みを相談することができる情報交換や交
流の場を目的に開催しています。サロンでは、初参加の方には福祉委員が声を
かけたり、近くにお住まいの方を紹介したりすることで安心して参加ができま
す。参加者から「サロンに参加して友達ができた」｢ここがきっかけで地域のつ
ながりができました」｢みんなと話ができることで息抜きになります」という声
を聞きます。
　ある地区では参加者の一人が、「子育てサロンでお世話になったので、自分に
できることはお手伝いがしたい」と、サロンを卒業した後にスタッフとして協力
しています。さらに、サロンでお手伝いするだけでなく、中心的に関わる方もい
て、サロンを通じて、地域にお手伝いしたいという気持ちが自然に育まれ、担い
手の育成につながる環境にもなっています。
　自分たちの住む地域の身近なサロンに親子で参加することで、地域で孤立
しない子育ての役割を果たすことに加え、地域活動への参加や担い手づくり
の機会にもなっています。これからも時代の流れに応じて、子育てサロンは地
域の居場所として活動を続けていきます。

吹田市社会福祉協議会

子育てサロン ～支えられて、支える側にも～子育てサロン ～支えられて、支える側にも～
コラム６
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　市内の民生委員・児童委員で構成している吹田市民生・児童委員協議会では、
児童福祉の増進と児童の健全育成を図るための取組の一つとして、年１回「夢
のファミリーフェスタ」を開催しています。
　このイベントでは、小学生までの子どもがいる家族が一緒に楽しい時間を過ご
せる場を提供しています。毎年、あれこれ頭を悩
ませながら、趣向を凝らしたゲームやクラフトづく
りなどを開催しています。
　毎年人気のアートバルーンコーナーでは、平成
26年度、関西大学の大道芸サークル「ジャグりま
専科」の皆さんに協力していただきました。
　民生委員とサークルの皆さんが世代を超えて
一緒にコーナーを盛り上げるために、時には一緒に食事をしながら、何度も事前
打合せを重ねて当日を迎えました。
　サークルの皆さんは世代が近いこともあって、子どもたちに「何ができると思
う？」などと話をしながらアートバルーンを次々に作っていました。中には民生委
員も感心するほど高度なテクニックを持った方もいて、子どもたちは大学生のお
兄さん、お姉さんが作り出す多彩なアートバルーンに大喜びしていました。会場
のいたるところでアートバルーンを手に遊ぶ子どもたちの姿が見られました。
　一緒にコーナーを担当した民生委員も、新しいバルーンの作り方を教わったり、

サークルの皆さんがうまく場を盛り上げている様
子を見て、新たに刺激を受けたようです。
　大学のサークルは毎年何人かメンバーが変わ
りますが、「来年も一緒にやりたいから、新しい
リーダーさんに代わる時には絶対連絡して
ねー！」などという民生委員からの熱烈なアプ
ローチのおかげもあって、翌年度も参加していた
だくことができ、大盛況でした。
　これを機に、大学生の皆さんが地域福祉活動
に興味や関心を持ってくれて、少しでもこうした
活動に参加してくれるようになると嬉しいですね。

市福祉総務課（吹田市民生・児童委員協議会事務局）

大学生等の参加 ～夢のファミリーフェスタ～大学生等の参加 ～夢のファミリーフェスタ～
コラム７
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４重点施策 災害に備える支え合いの仕組みづくり

　～災害時要援護者への支援～
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　｢自分の命は自分で守る」｢自分たちの地域
は自分たちで守る｣。防災・減災活動に取り組む
際、このふたつのことが大切であると言われて
います。本市においても、阪神・淡路大震災や東
日本大震災の教訓を踏まえ、市内各地で「自分
たちの地域は自分たちで守る」を実践するため
に、様々な取組がなされています。
　平成28年１月17日㈰、吹田市と吹田市自治会連合協議会の合同防災訓練が
実施されました。千一地区では、千一地区自主防災協議会が中心となり、平成27
年から中学生が防災訓練に参加しています。今回は、同地区にある18自治会
のうち８自治会で、要援護者（障がいがあるなど、避難に何らかの支援を要する
人）の避難支援に総勢13人の中学生が従事しました。中学生たちは、地区本部
（千里第一小学校）で車いすを確保し、民生委員と合流して対象者宅へ向かいま
す。支援するのは、要援護者“役”の人ではなく、実際に体のどこかに不自由を抱
える、正真正銘の要援護者です。８自治会のうち東原自治会では、中学１年生の２
人が避難支援にあたりました。民生委員の案内で、戸建て住宅の前に到着しまし
た。声をかけると、家族に手を添えられた、足が不自由な高齢者が玄関まで出て来
ました。ふたりは、緊張した面持ちで車いすに対象者を乗せ、普段では気にならな
い道路の傾きや段差に注意して慣れない車いすを慎重に操作し、緊急避難集合
場所まで無事に避難支援を行いました。

　通勤通学で大勢の人が地元地域を離れる昼
間に災害が発生した場合、どのように避難支
援活動や救助活動を行うかという問題があり
ます。中学生の多くは地元の中学校に通ってい
ます。一定の理解力と基礎体力を有する中学
生は、災害時にとても大きな力になりうると期
待されています。今後も、こうした取組が市内
に広がり、参加した中学生と保護者が訓練につ

いて話を交わし、親子で防災意識を高めることで、｢自分の命は自分で守る」｢自
分たちの地域は自分たちで守る」地域防災力の向上につながればと思います。

市福祉総務課

災害時要援護者への支援災害時要援護者への支援
コラム８
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５重点施策 意思が尊重され自分らしく暮らすために

　～権利擁護の推進と人権に関わる暴力の防止～
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　本市では、平成23年（2011年）４月に、大阪府内の
市町村で初めて、配偶者暴力相談支援センターの機能
を持つ、｢すいたストップDVステーション（DV相談室)」
を開設し、総合的なDV防止対策を推進しています。
　その取組の中で、DVと児童虐待が密接に関連し
ていることを改めて認識し、一体的に防止対策を講
じていこうと、女性に対するあらゆる暴力の根絶のシンボ
ルである「パープルリボン」と児童虐待防止のシンボルであ
る「オレンジリボン」を組み合わせて、吹田市オリジナルの
「W(ダブル）リボンマーク」を考案しました。
　そのマークを旗印に進めているDVや児童虐待などの防
止の取組が「Ｗリボンプロジェクト」です。
　毎年、｢児童虐待防止月間」で「女性に対する暴力をなく
す運動週間」のある11月を中心に、DVや児童虐待に関連す
る連続講座の開催や、DV被害者の自立支援事業などを実施している他、｢Wリ
ボンバッジ」の販売をとおして、｢あなたはひとりではないSTOP Violence」と
いうメッセージを伝えています。また、これらの事業の財源のための「ダブルリ
ボンプロジェクト基金」を設立して寄附を募っています。
　今後も、家庭や学校、地域など、社会全体に女性や子どもに対する暴力防止へ
の深い理解と関心を広げ、DVや児童虐待など暴力のない「安心、安全のまち、す
いた」の実現を目指します。      　　　市市民部

ＷリボンプロジェクトＷリボンプロジェクトコラム９
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施策の柱１ 公民協働による地域福祉活動の推進

第５章 基本的な施策
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　吹田市民生・児童委員協議会では、吹田市が行う子ども見守り家庭訪問事業
に協力して、生後４か月の赤ちゃんへの訪問をしています。訪問では、主任児童委
員や民生委員・児童委員が訪問し、行政のパンフレットを届けます。その際、応対
してくださるお母さん、お父さん等に赤ちゃんの様子や生活の状況で困ったこと
が無いかなどを伺います。特に１子目のご両親は、子どもに関する情報を聞かれ
ることが多いため、保育園の待機児童の状況や幼稚園の場所等を民生委員とし
て情報発信する必要があると考えています。
　高齢者の見守りは、月１回ほど町内の巡回を行い、郵便受けに新聞等が必要以
上に溜まっていないかなどを確認したり、道で会った際の挨拶などで元気にされ
ている様子を確認しています。
　敬老行事の案内状を届ける際には、できるだけご本人とお会いするようにして
います。また、日常の様子や健康状態、緊急時の連絡先などを記入する安心・安全
カードについての案内もするのですが、なかなか記入に賛同いただけず、災害時
の安否確認等に不安がよぎります。この安心・安全カードの推進に力を入れる方
法を模索する必要があると考えています。
　子どもの見守りや敬老行事の案内状をお届けする際、オートロックのマンショ
ンへの訪問が不便です。入口のインターフォンで声かけをしますが応答がありま
せん。これが警察ならば応答があると思います。現在の分譲マンションは表札も
無く、管理人の方に聞いても個人情報に関することですのでお答えできませんと
の返事が常です。今後の課題として考えねばならないと思います。苦慮すること
が多いですが、少しでもお役に立てばと考え活動を行っています。

市地域福祉計画推進委員会委員（吹田市民生・児童委員協議会）
入　江　政　治　

民生委員・児童委員のやりがい民生委員・児童委員のやりがい
コラム10

グループホームの視察をしました
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　いのこの里ではオープンの年（2000年）から、入
居者の方やそのご家族を対象に毎週日曜日と水曜
日にボランティア運営の喫茶店を開催しています。
　当初から関わっているベテランのボランティアの
皆さんをはじめ、これまで「うつ病」や｢統合失調
症」など精神疾患のある方も喫茶ボランティアとし
て受け入れ、リハビリとして社会復帰につなげる支援を行ってきました。障がい１
級の方がリハビリ目的でボランティアに参加されたこともありました。また、カナダ
人の留学生や、ネパールから来日された女性、大阪学院大学の留学生等、多様な
方々をボランティアとして、また来客者として受け入れてきました。
　厳選した豆を当日挽いた、おいしいコーヒーと、ボランティアの丁寧でやさしい
対応が入居者の方にも、面会のご家族にも大変好評です。
　この喫茶店を地域の皆さんにも開放し、喜んでもらえる集いの場になったらい
いねとボランティアさんから声があがり、施設長とも検討を重ね、2015年４月から
毎月第１日曜日に「いのこカフェタイム」を始めることになりました。
　全国的に「認知症カフェ」が注目されていますが、いのこカフェタイムは認知症
だけでなく誰でも気軽に立ち寄れて、ボランティアとしても関わることができる
「ユニバーサルカフェ」をめざしています。
　いのこの里の近隣でも、高齢化が進み独居や老世帯、自宅で介護されている
世帯も非常に増えています。自宅で引きこもりがちな方も多いと思います。その
ような方に気軽に利用して頂きたいと思っています。
　いのこカフェタイムでは、毎回楽しい催しを準備しています。生のピアノ演奏や

うたごえを楽しみます。６月には男性コーラス
「フォーフラッシュ」のコンサート、12月には「安来
節タイム、マジックとトークショー」などボランティ
アのイベントに大いに盛り上がりました。毎回平
均10～15人が参加され常連の方も多いです。
　｢相談コーナー」も設け、ケアマネジャーが気軽
に何でも受け付けています。

社会福祉法人こばと会　特別養護老人ホームいのこの里 施設長
山　本　智　光　

福祉施設における気軽に立ち寄れる場所づくり
～いのこカフェタイムの取組～

福祉施設における気軽に立ち寄れる場所づくり
～いのこカフェタイムの取組～

コラム11
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　大災害になればなるほど、被害が市の広域におよぶため、行政がすぐ地域
に駆けつける事が出来ない可能性があります。
　阪神淡路大震災では、閉じ込めや生き埋め等で脱出できなかった方の
98％は、家族や地域の方等により助け出されています。災害時には身近な
地域の方の力が必要であり、有効な支援を受けるためにも平常時から地域で
の連携やつながりを作って
おくことが重要となります。
　｢自主防災組織」は災害
時に効果的に、また機能的
に防災活動に取り組めるよ
う、日頃から地域の消火、
救出、救助などの訓練等を
行うための地域組織です。
平成27年度（2015年度）
現在、吹田市では自治会等
の団体を中心に250を超え
る「自主防災組織」が結成
され、地域で活躍していま
す。
　災害時に課題となる要援
護者の支援には、地域全体
での協力体制が必要となり
ます。小学校区単位で連合
自治会を中心に、福祉や教
育等、地域のあらゆる団体
が関わる形で「自主防災組
織」を結成し、要援護者の
安否確認や避難支援等の訓
練及び啓発活動に取り組ん
でいる地域もあります。

市危機管理室

地域は地域で守る！ ～自主防災組織～地域は地域で守る！ ～自主防災組織～コラム12

自主防災組織訓練画像

●五月が丘地区 ●千三地区

●吹一・吹六地区（西奥町） ●東地区（川園町）
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　｢地域福祉推進団体」として平時から住民主体でコミュニティーの力を高める
取組をしている吹田市社会福祉協議会は、吹田市内で災害が発生した場合、吹
田市災害対策本部から連絡を受け、災害ボランティアセンターを立ち上げます。
　災害発生直後は、警察、自衛隊、消防がまず人命救助を行い、電気、水道、ガスの
復旧には、各専門機関や行政があたります。

　吹田市社会福祉協議会が担う災害ボ
ランティアセンターでは、各地から駆けつ
けるボランティアの受付をし、被災した
住民のニーズに応じてボランティアを派
遣するコーディネートを行います。
　吹田市社会福祉協議会では、その役
割が十分に果たせるよう、災害ボラン
ティアセンターの運営シミュレーション
訓練や研修を行っています。訓練では、

地区福祉委員の方に、駆けつけたボランティア役となってもらい、また、ボランティ
ア連絡会及びボランティア相談員の方には、吹田市社会福祉協議会職員と一緒
に受付班、ニーズ班、マッチング班などの各班を担ってもらうなどし、実際の災害
を想定した訓練をします。
　平成26年には、大阪万博記念公園を会場に、北摂４市１町の社会福祉協議会
職員が合同で災害ボランティアセンター運営の訓練を行いました。
　また、大阪府社会福祉協議会からの依頼を受けて、他府県での災害ボランティ
アセンターの運営の応援や被災地でのボランティア活動に参加をしています。そ
のほか、大阪府内の多様な団体や他市町社会福祉協議会と「顔の見える関係」
を構築するために、おおさか災害支援
ネットワークに参画し、災害に関する情
報共有やネットワーク作りに努めている
ところです。
　今後、吹田市内でも多様な団体と連
携を深めることを目的に、吹田災害支援
ネットワークの開催を予定しており、災害
に強いまちづくりを目指します。

吹田市社会福祉協議会

災害ボランティアセンター災害ボランティアセンター
コラム13
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施策の柱２ 福祉サービスを利用しやすい仕組みづくりと
総合的支援のネットワーク
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吹田市社会福祉協議会施設連絡会(施設連)は、平成17年度に吹田市社会福
祉協議会組織構成会員の民間の福祉施設が地域貢献を目的に設立し、現在82
施設が地区福祉委員会と協働し活動しています。
大阪しあわせネットワーク(生活困窮者レスキュー事業)は、平成16年度から大
阪府社会福祉協議会・老人施設部会が拠出金を出し合い、総合生活相談と経済
的援助（平成16年～平成25年の実績：吹田市内142件767万円）を、生活困窮
者を対象に行ってきました。平成27年度からは大阪府社会福祉協議会経営者部
会及び各施設種別部会内の社会福祉法人（高齢・保育・障がい等）が拠出金を出
し合い、それぞれの特徴や強みをいかした事業を展開しています。
大阪しあわせネットワークは、各市町村で様々な形の支援を行っています。吹

田市内では施設連が、このネットワークをさらに展開し、吹田しあわせネットワー
クとして、社会福祉法人だけでなく、NPO法人、株式会社等も含む同じ地域にあ
る種別を越えた加入施設が支援の輪に入り、制度の狭間にある住民の声なき声
をすばやくキャッチし、住民に寄り添った総合生活相談と緊急時の食材購入など
現物給付による支援を実施していきます。
高齢・保育・障がい等の様々な職種の施設職員が各施設で培った経験をいか

し、吹田で暮らす住人の誰もが安心して暮らせるまちづくりのお手伝いをしてい
きます。

吹田市社会福祉協議会施設連絡会

大阪しあわせネットワーク 
～生活困窮者レスキュー事業～
大阪しあわせネットワーク 
～生活困窮者レスキュー事業～

コラム14
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　市では、住み慣れた地域や家庭で引き続き安心して暮らしていくためのサービ
スの充実を図っています。
　｢吹田市安心サポート収集」は、高齢または障がい等により家庭系ごみを排出
場所まで持ち出すことが困難な方を対象に、生活支援と負担軽減を図ることを目
的とするごみの収集サービスです。決まった曜日に市職員が戸別訪問し、利用者
自宅の玄関先でごみを収集します。

　対象となる方は、市内に在住で次のいずれかに該当し、本人および同居の方が
家庭系ごみを所定の排出場所まで持ち出すことが困難な方です。
１．65歳以上で要介護２以上の認定を受けている方 
２．身体障がい１級又は２級の認定を受けている方 
３．知的障がいＡの認定を受けている方 
４．精神障がい１級の認定を受けている方 
５．出産や、骨折などの傷病等の理由により一時的にごみの排出が困難
になった方 

　上記のほか、市長が特に必要と認める方

　申込みは、本人はもちろん、
親族、福祉担当職員、民生委員・
児童委員など、代理の方でも可
能です。利用申込書は、環境部
環境政策室、事業課、高齢福祉
室、障がい福祉室、各地域包括
支援センター、各出張所にあり
ます。市のホームページからダ
ウンロードすることもできます。

※ごみは市の「ごみの分け方」
に沿って分別して排出をお願
いします。

市事業課

安心サポート収集安心サポート収集
コラム15

～申し込み開始から収集開始までの流れ～

必要な書類
•安心サポート収集利用申込書
•介助又は介護を要する程度が分かる書類の写し

申し込み

受　付

市環境部 事業課
　〒565-0862 吹田市津雲台7丁目7番D138-101号
　TEL06-6832-0026　FAX06-6832-0092
　※郵送、FAXによる受付も可能です

現地訪問調査

市職員がご自宅を訪問し、申込内容、ごみ排出や収集
などの状況を伺います。

安心サポート収集可否決定

申請・調査内容を審査し、安心サポート収集の可否
決定をお知らせします。
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施策の柱３ 地域福祉活動推進の基盤整備
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　平成18年度にコミュニティソーシャルワー
カー（以下、CSW）が、吹田市地域福祉計
画に基づいて社会福祉法人吹田市社会福祉協
議会（以下、吹田市社協）に配置されて、10
年が経ちました。この10年間に13人のCSW
が計画的に配置され、現在は市内各ブロック
（JR以南、豊津・江坂・南吹田、千里山・
佐井寺、片山・岸部、山田・千里丘、千里ニュータウン）に２人と統括者
１人が、相談支援活動に取り組んでいます。
　吹田市社協は「地域福祉を推進する団体」として、各小学校区に組織さ
れた地区福祉委員会と共に地域福祉活動を推進しています。

　CSWは、この地区福祉委員会活動をはじ
めとする様々な地域福祉活動の活性化を支援
することで「住民同士の助け合い」をさらに
推進します。また、地区福祉委員会活動等で
把握した支援を必要とする個人に対して、適
切な制度・サービスへの「つなぎ」の役割を
担い、住み慣れた地域で安心して生活ができ
るようサポートします。
　しかしながら、全ての困り事・悩み事が制
度・サービスで解決されるわけではありませ
ん。必要に応じて、関係する住民、福祉施
設、福祉団体、関係機関などと連携・協働し
て新たなネットワークや仕組みを構築するこ
とが、CSWに求められています。

　CSWの相談受付で最も多いのが「住民などからの相談（住民、地区福祉
委員、民生・児童委員、ボランティア)」で、約77％を占めています。相談
対象者では「高齢者（一人暮らし高齢者、高齢者のみの世帯)」が約50％、
相談内容では「福祉制度・サービスに関する相談」が約30％、対処内容では
「助言や情報提供など」が約40％、となっています。

吹田市社会福祉協議会

コミュニティソーシャルワーカーの活動状況や役割コミュニティソーシャルワーカーの活動状況や役割
コラム16
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　吹田市社会福祉協議会ボランティアセンターに登録しているボランティアグ
ループが任意で集まり、自分たちの活動だけではなく吹田市内のボランティア活動
がより活発になるよう仲間の輪を広げています。『広めよう・深めよう・ボランティア
活動』をテーマに高齢者・障がい者・子どもから青少年を対象に五つのあい（ふれ
あい・学びあい・育ちあい・支えあい・悩みの分かちあい）をもって活動。現在、28グ
ループで1,000人強が加入しています。平成28年度は30周年を迎えます。
　また、大阪府市町村ボランティア連絡会に加入し、近隣の北摂の各市町とは情
報や意見交換をして交流しています。

自分たちの活動とは
　高齢者を対象…歌体操、介護予防体操・詩舞・詩吟、演芸、施設でのお手伝い等
　障がいを持つ方を対象…点訳、音訳、精神障がい者の社会復帰のための援助等
　子どもから青少年を対象…読み語り、クラフト・おもちゃ作り、子育てママの居場所作り等

吹田市ボランティア連絡会の主な活動
　•講座、研修会の実施　　•親睦交流会　　
　•ボランティア情報すいた発行　年３回
　•赤い羽根街頭募金　　•みんなの健康展への参加
　•吹田ボランティアフェスティバルへの参画
　•定例会（月１回)・総会　　•その他

＜ボランティアセンターに協力＞
•吹田市社会福祉協議会の福祉教育　
車いす体験・高齢者疑似体験・アイマスク体験・点字
体験・障がい者の方のお話等
•吹社協災害ボランティアセンター研修に参加
•ボランティア相談　コーディネーター（10名）
　月～金　13時～16時。
　月１回　コーディネーター会議
•コミュニティサロンでの使用済み切手・プルトップ
など整理のお手伝い
第２・第４火曜日　13時～15時　総合福祉会館（出口町）
第１木曜日　　　14時～16時　夢つながり未来館（山田駅前）

•その他、府・市、施設等より吹社協ボランティアセン
ターにボランティア依頼のあるもの等

市地域福祉推進委員会委員（吹田市ボランティア連絡会会長）
中　谷　恵　子　

吹田市ボランティア連絡会吹田市ボランティア連絡会

ボランティア連絡会交流会
【‶笑いヨガ”で福よ来い！来い！】

吹田市障がい者体育祭
【賞品の準備で大わらわ】

コミュニティサロン
【プルトップ選別、使用済み切手の整理】

コラム17
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　市民公益活動センター（愛称 ラコルタ）は、
｢市民公益活動の促進を図り、もって地域社会
の発展に寄与すること」を目的に、平成24年
（2012年）９月に阪急南千里駅前にオープン
しました。ラコルタは、①市民公益活動を行う
NPOやボランティアの活動を支援する②社会
に役立つことを始めようとする市民や事業者を
増やす③市民公益活動団体と教育・研究機関
や行政との間で交流を深め情報を共有する④
市民公益活動を支援できる人材の育成を図り
協働によるまちづくりを推進する等の４つの方
針のもと、利用促進を図ってきました。
　特に力を入れているのはこれから市民公益
活動を担う人材の育成で、２つの事業を紹介します。｢やってみたいの声に応え
ます！見つけよう！自分にあったボランティア！市民公益活動入門講座」は、開
設当初より毎月開催し、毎回５名程度の参加者があり質疑に重点を置いていま
す。平成27年（2015年）５月にスタートした６回連続講座「eNカレッジすいた｣
は、｢何か活動をしてみたい」｢人とつながりたい」等といった一人ひとりの思い
をカタチに変え、ソーシャルな生き方について、講座やボランティア体験等をと
おし考える学び舎で、20代から60代までの25名が集まり、ラコルタスタッフが
受講後の活動に関する相談対応もしています。年２回開催予定。ぜひ、気軽に
のぞいてみてください。
　出会う→集う→育てる→実る　ラコルタであなたの新しい生き方を発見！

市市民自治推進室

市民公益活動支援拠点施設
市民公益活動センター（愛称 ラコルタ)
市民公益活動支援拠点施設
市民公益活動センター（愛称 ラコルタ)

コラム18

｢eNカレッジすいた」の講座
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